
かいた議会だより 第144号9

条
例

人
事

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

�

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
統
一
化
に
伴
う
国
民
健
康
保

険
事
業
費
納
付
金
の
財
源
確
保
の

た
め
、
税
率
を
改
正
し
ま
す
。

改
正
内
容

犯
罪
被
害
者
の
支
援

　

犯
罪
被
害
者
な
ど
が
再
び
平
穏

な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
経
済
的
な
負
担
の
軽
減
な
ど
、

必
要
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

支
援
制
度
の
内
容

支
援
対
象
者

　

人
の
生
命
・
身
体
を
害
す
る

罪
に
当
た
る
行
為
（
過
失
犯
を

除
く
。）
に
よ
る
死
亡
や
重
傷
病

の
被
害
に
あ
っ
た
者
。

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

　

現
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

新
た
に
原は
ら

本も
と

明あ
け

美み

さ
ん
を
人
権

擁
護
委
員
（
任
期
３
年
）
と
し

て
法
務
大
臣
に
推
薦
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

固
定
資
産
評
価
審
査

�

委
員
会
委
員
の
選
任

　

任
期
満
了
に
伴
い
、
引
き
続

き
梶か
じ

真ま

澄す
み

さ
ん
を
固
定
資
産
評

価
審
査
委
員
会
委
員
（
任
期
３

年
）
に
選
任
す
る
こ
と
に
同
意

し
ま
し
た
。

教
育
委
員
会

�

委
員
の
任
命

　

任
期
満
了
に
伴
い
、
引
き
続

き
林
は
や
し

孝た
か
しさ
ん
を
教
育
委
員
会
委

員
（
任
期
４
年
）
に
選
任
す
る

こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

　

高
齢
化
の
進
展
に
伴
う

医
療
費
の
上
昇
に
対
応
す

る
た
め
、
税
率
引
き
上
げ

は
や
む
を
得
な
い
。

�

白
井　

政
志　

議
員

　

町
民
が
暮
ら
し
や
す
く
、

安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
、
負
担
の
軽
減

を
国
と
県
に
強
く
求
め
る
。

�

岡
田　

良
訓　

議
員

【現　行】

区分 基礎課税額分
（医療給付費分）

後期高齢者
支援金等課税額分

介護納付金
課税額分

所得割率 8.45% 2.87％ 2.33%
均等割額 36,500円 12,100円 11,900円
平等割額

（特定世帯及び特
定継続世帯以外）

23,500円 7,800円 5,800円

平等割額
（特定世帯） 11,750円 3,900円

平等割額
（特定継続世帯） 17,625円 5,850円

【改正後】

区分 基礎課税額分
（医療給付費分）

後期高齢者
支援金等課税額分

介護納付金
課税額分

所得割率 8.46% 2.80％ 2.51%
均等割額 36,920円 12,170円 12,886円
平等割額

（特定世帯及び特
定継続世帯以外）

23,280円 7,674円 6,237円

平等割額
（特定世帯） 11,640円 3,837円

平等割額
（特定継続世帯） 17,460円 5,755円

定 例 議 会

区分 区分

経済的負担の軽減

見舞金支給制度
　・遺族見舞金：３０万円※
　・重傷病見舞金：10万円
　　※�重傷病見舞金の支給後に当該犯罪被害に起因して死亡した

場合は差額の20万円を支給

日常生活の支援

家事・介護費用の助成制度
　・家事支援：限度額2,200円/時間
　・介護支援：限度額3,900円/時間
　　※�合わせて80時間を限度

一時保育費用の助成制度
　・一時保育支援：限度額3,000円/人日
　　※�未就学児1人当たり14日を限度

居住の安定

転居費用の助成制度
　・転居等支援：限度額20万円
　　※�敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、日割家賃、家財の運送・

荷造り等費用
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一
般
会
計
補
正
予
算
を修正

　

議
員
か
ら
修
正
動
議
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。
小
学
校
建
替
事
業
や

公
共
施
設
整
備
に
関
す
る
予
算
を

明
確
に
す
る
た
め
、
修
正
を
行
い

ま
し
た
。

修
正
前

①
海
田
東
小
学
校
と
海
田
地
区

拠
点
複
合
施
設
を
一
体
整
備

②
海
田
小
学
校
と
中
心
拠
点
複

合
施
設
を
一
体
整
備

修
正
後

①
海
田
東
公
民
館
は
、
複
合
施

設
あ
り
き
で
は
な
く
十
分
な

検
討
が
必
要

②
海
田
小
学
校
は
、
単
独
で
の

建
て
替
え
を
優
先

空
家
対
策
計
画
の
改
定

４
６
４
万
円

　

令
和
８
年
度
末
で
計
画
期
間

が
到
来
す
る
た
め
、
海
田
町
空

家
等
対
策
計
画
を
改
定
し
ま

す
。
空
家
な
ど
に
関
す
る
施
策

を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進

す
る
こ
と
で
、
地
域
住
民
の
生

命
、
身
体
、
財
産
を
保
護
し
つ

つ
、
そ
の
生
活
環
境
の
保
全
を

図
り
、
あ
わ
せ
て
空
家
な
ど
の

活
用
を
促
進
し
ま
す
。

計
画
期
間

　

令
和
９
年
度
か
ら
13
年
度
ま

で
（
５
年
間
）

　

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

補
正
予
算

　

海
田
小
学
校
に
つ
い
て
は
、

学
校
単
独
で
の
建
て
替
え
を

最
優
先
に
進
め
る
べ
き
で
あ

る
。
海
田
東
公
民
館
に
つ
い
て

は
、
早
期
建
て
替
え
が
必
要

で
あ
る
が
、
複
合
施
設
あ
り

き
で
は
な
く
、
将
来
人
口
や

財
政
見
通
し
を
踏
ま
え
た
十

分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

白
井
政
志　

議
員

　

東
小
学
校
・
海
田
小
学
校

の
建
て
替
え
に
あ
わ
せ
、
東
公

民
館
や
図
書
館
な
ど
公
共
施

設
と
の
併
設
を
調
査
す
る
も

の
で
あ
り
、
自
己
財
源
の
負

担
軽
減
や
有
利
な
交
付
金
の

活
用
が
期
待
で
き
る
。
複
数

の
施
設
を
一
体
的
に
更
新
で
き

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

判
断
材
料
を
得
る
た
め
に
も

認
め
る
べ
き
。多

田
雄
一　

議
員

新
年
度
予
算

　

議
長
を
除
く
議
員
全
員
で
構
成
す
る
予
算
審
査
特
別
委
員
会
に
付
託
し
、

審
査
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、
全
会
計
と
も
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
会
計

こ
こ
で
は
、
予
算
ト
ピ
ッ
ク
ス
で
紹
介
以
外
の

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

被
保
険
者
の
た
め
に
必

要
な
予
算
が
盛
り
込
ま
れ

て
お
り
、
こ
の
予
算
が
成
立

し
な
け
れ
ば
保
険
給
付
や

健
康
増
進
の
事
業
実
施
が

で
き
な
く
な
る
。

白
井
政
志　

議
員

　

現
行
の
国
民
健
康
保
険

制
度
に
は
構
造
的
な
問
題

が
あ
る
。
こ
れ
を
解
決
し
な

い
限
り
、制
度
は
崩
壊
す
る
。

岡
田
良
訓　

議
員

定 例 議 会

特
別
会
計

国
民
健
康
保
険特別

会
計

先手先手の対策を

６
～
８
ペ
ー
ジ
参
照

４
～
５
ペ
ー
ジ
参
照



かいた議会だより 第144号11

乳
幼
児
等
医
療
費

助
成
の
拡
充

　

乳
幼
児
等
医
療
費
助
成

制
度
に
つ
い
て
、
令
和
８
年

４
月
か
ら
所
得
制
限
を
廃
止

し
、
ま
た
、
令
和
８
年
10
月

か
ら
対
象
年
齢
を
15
歳
か
ら

18
歳
ま
で
に
拡
大
し
ま
す
。

（
４
ペ
ー
ジ
に
関
連
記
事
）

防
犯
カ
メ
ラ設置

補
助

４
０
７
万
円

　

家
庭
用
防
犯
カ
メ
ラ
ま
た

は
録
画
機
能
付
き
イ
ン
タ
ー

ホ
ン
の
設
置
経
費
を
補
助
し

ま
す
。

補
助
限
度
額

購
入
・
設
置
経
費
の
５
割

上
限
は
1
万
円

物
価
高
騰
対
応

く
ら
し
応
援

１
億
７
７
９
万
円

　

物
価
高
騰
対
応
と
し
て
、

１
人
当
た
り
３
千
円
の
ギ
フ

ト
券
を
世
帯
単
位
で
配
布
す

る
こ
と
が
検
討
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
員
か
ら
は
「
金
額
は
増

額
で
き
な
い
の
か
」「
現
金

給
付
は
で
き
な
い
の
か
」
と

の
質
疑
が
出
ま
し
た
。

　

議
員
か
ら
物
価
高
騰
対

応
く
ら
し
応
援
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
決
議
案
が
提
出

さ
れ
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

物
価
高
騰
対
応

く
ら
し
応
援
に

関
す
る
附
帯
決
議

　

物
価
高
騰
対
応
く
ら
し
応

援
ギ
フ
ト
券
配
布
に
関
す
る

予
算
の
執
行
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
要
望
し
ま
し
た
。

決
議
内
容

①
１
人
当
た
り
３
千
円
の
金

額
に
上
乗
せ
が
で
き
な
い

理
由

②
現
金
給
付
が
で
き
な
い
理

由
こ
の
２
点
を
議
会
に
対
し
、

改
め
て
明
確
に
説
明
し
な
い

限
り
は
執
行
し
な
い
よ
う
求

め
る
。

物
価
高
騰
対
応

く
ら
し
応
援
金
の給付

２
億
７
７
２
５
万
円

12
月
臨
時
議
会
で
の
議
会

か
ら
の
要
望
を
受
け
、
物
価

高
騰
対
応
く
ら
し
応
援
の
内

容
を
変
更
し
ま
し
た
。
１
人

当
た
り
ギ
フ
ト
券
３
千
円
の

配
布
か
ら
、
現
金
８
千
円
を

給
付
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。

条
例
改
正

補
正
予
算

補
正
予
算

臨時議会を令和7年12月と令和8年1月に開きました臨時議会を令和7年12月と令和8年1月に開きました
物価高騰対応などについて慎重に審議しました。（各議案の審議結果は12ページに掲載しています）

臨 時 議 会

1212
月
臨
時
議
会

月
臨
時
議
会

１１
月
臨
時
議
会

月
臨
時
議
会

一
般
会
計　
物
価
高
騰
対
応
な
ど
に
総
額
２
億
２
８
６
９
万
円

　
　
　
　
　

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一
般
会
計

総
額
１
億

７
５
８
９
万
円

主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
す
。

医療費助成を拡充します

ギフト券を現金給付に変更しました
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表決一覧
審議した議案と各議員の賛否� 〇は賛成、×は反対を表しています。

議員名

議案名

後
原
一
隆

夏

野

光

和
田
法
子

白
井
政
志

石
橋
京
子

西
田
誠
一

玉
川
真
里

小
田
久
美
子

大
髙
下
光
信

大
江
康
子

宗
像
啓
之

岡
田
良
訓

久
留
島
元
生

多
田
雄
一

崎
本
広
美

桑
原
公
治

審
議
結
果

討

論

掲
載
ペ
ー
ジ

３
月
定
例
議
会

令和７年度一般会計
補正予算修正案 ○○ ×× ○○ ○○ ×× ○○ ○○ ○○ ○○ ×× ○○ ×× ×× ×× 〇〇 可

決
反対：多田議員
賛成：白井議員 10

国民健康保険税条
例の一部改正 ○○ ○○ ○○ ○○ ×× ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ×× 〇〇 〇〇 〇〇 可

決
反対：岡田議員
賛成：白井議員 9

令和８年度国民健康
保険特別会計予算 ○○ ○○ ○○ ○○ ×× ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ×× 〇〇 〇〇 〇〇 可

決
反対：岡田議員
賛成：白井議員 10

※桑原公治議長は、原則、採決に加わりません。

全会一致で可決した議案
議案名 ページ

12
月
臨
時
議
会

乳幼児等医療費助成条例の一部改正…乳幼児等医療費助成の所得制限を廃止し、対象年齢を拡大 11

令和７年度一般会計補正予算 11

令�和７年度一般会計補正予算に対する附帯決議案…物価高騰対応くらし応援のギフト券配布について、議会への明
確な説明を要望 11

１
月
臨
時
議
会

損害賠償額の決定…公園内での事故に係る町の損害賠償額を決定 ―

専決処分をした事件の承認…専決処分により措置した衆議院議員総選挙の予算を承認 ―

令和７年度一般会計補正予算…3000円のギフト券配布を、8000円の現金給付に変更 11

３
月
定
例
議
会

人権擁護委員の推薦…委員として新たに推薦する原
はら

本
もと

明
あけ

美
み

さんを適任と判断 9

固定資産評価審査委員会委員の選任の同意…引き続き梶
かじ

真
ま

澄
すみ

さんを委員に選任することに同意 9

教育委員会委員の任命の同意…引き続き林
はやし

孝
たかし

さんを委員に選任することに同意 9

土�地所有権確認に関する訴えの提起…海田総合公園の用地について、町に所有権があることを確認する判決を求め
る訴訟を提起 ―

防災行政無線施設設置条例の一部改正…電波法の改正に伴う所要の改正 ―

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正…国の基準改正に伴う所要の改正 ―

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定…法の改正などに伴い、新たに基準を策定 ―

介護保険条例の一部改正…政令改正に伴う所要の改正 ―

火入れに関する条例の一部改正…本町が消防事務を委託する広島市の条例改正に伴う所要の改正 ―

令和７年度補正予算（一般会計、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、下水道） 10

職員の給与に関する条例の一部改正…職員の通勤手当などを改定 ―

犯罪被害者等支援条例の制定…犯罪被害者の支援に必要な施策を総合的に推進するため、条例を制定 9

道路占用料に関する条例の一部改正…政令の改正内容に準拠して道路占用料の額を改定 ―

令和８年度予算（一般会計、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、水道、下水道） 10

表 決 一 覧


